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栃 木 県 規 則 第 四 十 五 号

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 及 び 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 級 の 編

制 、 職 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 及 び 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 級 の

編 制 、 職 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 栃 木 県 規 則 第 三 十

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 二 号 の 表 中 「 同 条 第 三 項 第 二 号 、 第 三 号 及 び 第 九 号 」 を 「 同 条 第 三 項 第 三 号 、 第 四 号 及 び 第 十

号 」 に 、 「 、 バ ル コ ニ ー 」 を 「 バ ル コ ニ ー 」 に 、 「 外 気 に 向 か っ て 開 く こ と が で き る 窓 若 し く は 排 煙 設 備

（ 同 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 国 土 交 通 大 臣 が 定 め た 構 造 方 法 を 用 い る も の そ の 他 有 効 に 排 煙 す る こ と が で

き る と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） を 有 す る 付 室 」 を 「 付 室 （ 階 段 室 が 同 条 第 三 項 第 二 号 に 規 定 す る 構 造 を 有

す る 場 合 を 除 き 、 同 号 に 規 定 す る 構 造 を 有 す る も の に 限 る 。 ） 」 に 、 「 同 項 第 二 号 、 第 三 号 及 び 第 九 号 」 を

「 同 項 第 三 号 、 第 四 号 及 び 第 十 号 」 に 改 め る 。

（ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 級 の 編 制 、 職 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改

正 ）

第 二 条 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 級 の 編 制 、 職 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 （ 平

成 二 十 六 年 栃 木 県 規 則 第 四 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 号 の 表 中 「 同 条 第 三 項 第 二 号 、 第 三 号 及 び 第 九 号 」 を 「 同 条 第 三 項 第 三 号 、 第 四 号 及 び 第 十

号 」 に 、 「 外 気 に 向 か っ て 開 く こ と が で き る 窓 若 し く は 排 煙 設 備 （ 同 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 国 土 交 通 大

臣 が 定 め た 構 造 方 法 を 用 い る も の そ の 他 有 効 に 排 煙 す る こ と が で き る と 認 め ら れ る も の に 限 る 。 ） を 有 す る

付 室 」 を 「 付 室 （ 階 段 室 が 同 条 第 三 項 第 二 号 に 規 定 す る 構 造 を 有 す る 場 合 を 除 き 、 同 号 に 規 定 す る 構 造 を 有

す る も の に 限 る 。 ） 」 に 、 「 同 項 第 二 号 、 第 三 号 及 び 第 九 号 」 を 「 同 項 第 三 号 、 第 四 号 及 び 第 十 号 」 に 改 め

る 。
附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ こ ど も 政 策 課 ）

栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号

建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 一 条 の 見 出 し 中 「 建 築 物 及 び 昇 降 機 等 」 を 「 特 定 建 築 物 及 び 特 定 建 築 設 備 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中

「 建 築 物 」 を 「 特 定 建 築 物 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 ホ テ ル 又 は 旅 館 の 用 途 に 供 す る も の で 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の

も の （ 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 を 除 く 。 ）

二 法 別 表 第 一 欄 項 の 用 途 に 供 す る も の で 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 三 千 平 方 メ ー ト ル（
い）

（
四）

以 上 の も の （ 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 を 除 く 。 ）

三 事 務 所 そ の 他 こ れ に 類 す る 用 途 に 供 す る も の （ 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 建 築 物 を 除 き 、 階 数 が 五

以 上 の も の に 限 る 。 ） で 、 延 べ 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の

第 二 十 一 条 第 二 項 中 「 （ 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 」

を 削 り 、 「 昇 降 機 等 」 を 「 特 定 建 築 設 備 等 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 小 荷 物 専 用 昇 降 機 で 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 建 築 物 に 設 け る も の （ 令 第 十 六 条 第

三 項 第 一 号 に 掲 げ る 昇 降 機 を 除 く 。 ）

二 防 火 設 備 の う ち 、 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 特 定 建 築 物 に 設 け る も の で 、 随 時 閉 鎖 又 は 作 動 を で き る も の （ 防

火 ダ ン パ ー を 除 く 。 ）

第 二 十 一 条 第 三 項 中 「 法 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 三 項 」 の 下 に 「 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 又 は 第 六 条 第 一 項 」 を 「 、 第 六 条 第 一 項 又

は 第 六 条 の 二 の 二 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 （ 同 項 第 一 号 、 第 二 号 、 第 三 号 及 び 第 五 号 に 係 る も の （ 下 宿 、 共 同

住 宅 又 は 寄 宿 舎 の 用 途 に 供 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 並 び に 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 特 定 建

築 物 に つ い て は 、 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の

規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） か ら 起 算 し て 二 年 を 超 え な い 九 月

二 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 （ 同 項 第 三 号 に 係 る も の （ 下 宿 、 共 同 住 宅 又 は 寄 宿 舎 の 用 途 に 供 す

る も の に 限 る 。 ） 及 び 同 項 第 四 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） 及 び 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 特 定 建 築 物 に つ い て

は 、 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検

査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） か ら 起 算 し て 三 年 を 超 え な い 九 月

三 令 第 十 六 条 第 三 項 第 一 号 に 掲 げ る 昇 降 機 及 び 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 小 荷 物 専 用 昇 降 機 に つ い て は 、 前 回 の

報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 八 十

七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） に 応 当 す

る 一 年 ご と の 月

四 令 第 十 六 条 第 三 項 第 二 号 及 び 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 防 火 設 備 に つ い て は 、 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初

回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る

月 ） か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 九 月

五 令 第 百 三 十 八 条 の 三 に 規 定 す る 昇 降 機 等 に つ い て は 、 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法

第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） に 応 当 す る 一 年 ご と の 月

第 二 十 一 条 第 四 項 中 「 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 建 築 物 」 を 「 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 及 び 第 一 項 各

号 に 掲 げ る 特 定 建 築 物 」 に 、 「 第 二 項 各 号 に 規 定 す る 昇 降 機 等 」 を 「 令 第 十 六 条 第 三 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 設

備 等 及 び 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 特 定 建 築 設 備 等 」 に 、 「 調 査 」 を 「 調 査 し 、 」 に 改 め る 。

別 表 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 新 細 則 」 と い う 。 ） 第 二 十 一 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ



（2） 栃 木 県 公 報 号外第40号平成28年５月31日　火曜日
栃 木 県 規 則 第 四 十 六 号

建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 八 年 五 月 三 十 一 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

建 築 基 準 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 三 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 一 条 の 見 出 し 中 「 建 築 物 及 び 昇 降 機 等 」 を 「 特 定 建 築 物 及 び 特 定 建 築 設 備 等 」 に 改 め 、 同 条 第 一 項 中

「 建 築 物 」 を 「 特 定 建 築 物 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 ホ テ ル 又 は 旅 館 の 用 途 に 供 す る も の で 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 千 平 方 メ ー ト ル 以 上 の

も の （ 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 を 除 く 。 ）

二 法 別 表 第 一 欄 項 の 用 途 に 供 す る も の で 、 そ の 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 三 千 平 方 メ ー ト ル（
い）

（
四）

以 上 の も の （ 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 を 除 く 。 ）

三 事 務 所 そ の 他 こ れ に 類 す る 用 途 に 供 す る も の （ 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 建 築 物 を 除 き 、 階 数 が 五

以 上 の も の に 限 る 。 ） で 、 延 べ 面 積 が 千 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の

第 二 十 一 条 第 二 項 中 「 （ 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 」

を 削 り 、 「 昇 降 機 等 」 を 「 特 定 建 築 設 備 等 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 小 荷 物 専 用 昇 降 機 で 法 第 六 条 第 一 項 第 一 号 か ら 第 三 号 ま で に 掲 げ る 建 築 物 に 設 け る も の （ 令 第 十 六 条 第

三 項 第 一 号 に 掲 げ る 昇 降 機 を 除 く 。 ）

二 防 火 設 備 の う ち 、 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 特 定 建 築 物 に 設 け る も の で 、 随 時 閉 鎖 又 は 作 動 を で き る も の （ 防

火 ダ ン パ ー を 除 く 。 ）

第 二 十 一 条 第 三 項 中 「 法 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 三 項 」 の 下 に 「 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 「 又 は 第 六 条 第 一 項 」 を 「 、 第 六 条 第 一 項 又

は 第 六 条 の 二 の 二 第 一 項 」 に 改 め 、 同 項 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 （ 同 項 第 一 号 、 第 二 号 、 第 三 号 及 び 第 五 号 に 係 る も の （ 下 宿 、 共 同

住 宅 又 は 寄 宿 舎 の 用 途 に 供 す る も の を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 並 び に 第 一 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 特 定 建

築 物 に つ い て は 、 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の

規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） か ら 起 算 し て 二 年 を 超 え な い 九 月

二 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 （ 同 項 第 三 号 に 係 る も の （ 下 宿 、 共 同 住 宅 又 は 寄 宿 舎 の 用 途 に 供 す

る も の に 限 る 。 ） 及 び 同 項 第 四 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） 及 び 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ る 特 定 建 築 物 に つ い て

は 、 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検

査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） か ら 起 算 し て 三 年 を 超 え な い 九 月

三 令 第 十 六 条 第 三 項 第 一 号 に 掲 げ る 昇 降 機 及 び 前 項 第 一 号 に 掲 げ る 小 荷 物 専 用 昇 降 機 に つ い て は 、 前 回 の

報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 八 十

七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） に 応 当 す

る 一 年 ご と の 月

四 令 第 十 六 条 第 三 項 第 二 号 及 び 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 防 火 設 備 に つ い て は 、 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初

回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る

月 ） か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 九 月

五 令 第 百 三 十 八 条 の 三 に 規 定 す る 昇 降 機 等 に つ い て は 、 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法

第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） に 応 当 す る 一 年 ご と の 月

第 二 十 一 条 第 四 項 中 「 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 建 築 物 」 を 「 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 及 び 第 一 項 各

号 に 掲 げ る 特 定 建 築 物 」 に 、 「 第 二 項 各 号 に 規 定 す る 昇 降 機 等 」 を 「 令 第 十 六 条 第 三 項 に 規 定 す る 特 定 建 築 設

備 等 及 び 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 特 定 建 築 設 備 等 」 に 、 「 調 査 」 を 「 調 査 し 、 」 に 改 め る 。

別 表 を 削 る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 六 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 建 築 基 準 法 施 行 細 則 （ 以 下 「 新 細 則 」 と い う 。 ） 第 二 十 一 条 第 一 項 第 三 号 に 掲 げ

る 建 築 物 に 関 す る 建 築 基 準 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 五 十 四 号 ） に よ る 改 正 後 の 建 築 基

準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 。 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 （ こ の 規 則

の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 直 後 の 時 期 に 係 る も の に 限 る 。 ） に つ い て は 、 新 細 則 第 二 十 一 条

第 三 項 第 二 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 建 築 基 準 法 施 行 令 及 び 地 方 自 治 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 平 成 二 十 八 年 政 令 第 六 号 ） 第 一 条 の 規 定

に よ る 改 正 後 の 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 。 以 下 「 新 令 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 第

一 項 に 規 定 す る 建 築 物 （ 同 項 第 三 号 に 係 る も の （ 児 童 福 祉 施 設 等 の 用 途 に 供 す る も の に 限 る 。 ） に 限 る 。 ）

で 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る も の に 関 す る 新 法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 に 対 す る 新 細 則 第 二

十 一 条 第 三 項 第 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 平 成 三 十 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 は 、 同 号 中 「 前 回 の 報 告 の 日

の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た

日 の 属 す る 月 ） か ら 起 算 し て 二 年 を 超 え な い 九 月 」 と あ る の は 、 「 平 成 三 十 年 九 月 」 と す る 。

４ 新 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 （ 同 項 第 三 号 に 係 る も の （ 下 宿 、 共 同 住 宅 又 は 寄 宿 舎 の 用 途 に 供 す

る も の に 限 る 。 ） 及 び 同 項 第 四 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） で 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る も の に 関 す る 新

法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 に 対 す る 新 細 則 第 二 十 一 条 第 三 項 第 二 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 平 成

三 十 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 は 、 同 号 中 「 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は

第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） か ら 起 算 し て 三 年 を 超 え な い 九 月 」

と あ る の は 、 「 平 成 三 十 年 九 月 」 と す る 。

５ 新 令 第 十 六 条 第 三 項 第 一 号 に 掲 げ る 昇 降 機 （ 特 殊 な 構 造 又 は 使 用 形 態 の エ レ ベ ー タ ー 及 び エ ス カ レ ー タ ー

の 構 造 方 法 を 定 め る 件 （ 平 成 十 二 年 建 設 省 告 示 第 千 四 百 十 三 号 ） 第 一 第 九 号 及 び 第 十 号 に 掲 げ る 昇 降 機 に 限

る 。 ） で 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る も の に 関 す る 新 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 報 告 に 対 す る 新 細

則 第 二 十 一 条 第 三 項 第 三 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 平 成 二 十 九 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 同 号 中 「 前 回

の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 八 十

七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） に 応 当 す る

一 年 ご と の 月 」 と あ る の は 、 「 平 成 二 十 八 年 六 月 か ら 平 成 二 十 九 年 五 月 ま で の 任 意 の 月 」 と す る 。

６ 新 令 第 十 六 条 第 三 項 第 一 号 に 掲 げ る 昇 降 機 （ 小 荷 物 専 用 昇 降 機 に 限 る 。 ） 及 び 新 細 則 第 二 十 一 条 第 二 項 第

一 号 に 掲 げ る 小 荷 物 専 用 昇 降 機 （ 平 成 二 十 六 年 六 月 一 日 か ら 平 成 二 十 九 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 建 築 基 準

法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 八 十 七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た も の に 限 る 。 ） に 関 す る 新 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 報 告

に 対 す る 新 細 則 第 二 十 一 条 第 三 項 第 三 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 平 成 三 十 一 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、

同 号 中 「 に つ い て は 、 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 」 と あ る の は 「 に つ い て は 、 」 と 、

「 ） に 応 当 す る 一 年 ご と 」 と あ る の は 「 に 応 当 す る 二 年 後 」 と す る 。

７ 新 令 第 十 六 条 第 三 項 第 二 号 及 び 新 細 則 第 二 十 一 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 防 火 設 備 （ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現

に 存 す る も の 又 は 施 行 日 か ら 平 成 二 十 九 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 建 築 基 準 法 第 七 条 第 五 項 若 し く は 第 七 条

の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た も の に 限 る 。 ） に 関 す る 新 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る

報 告 に 対 す る 新 細 則 第 二 十 一 条 第 三 項 第 四 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 平 成 三 十 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 は 、

同 号 中 「 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る

検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 九 月 」 と あ る の は 、 「 平 成 三 十 年 九

月 」 と す る 。

（ 建 築 課 ）
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る 建 築 物 に 関 す る 建 築 基 準 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 五 十 四 号 ） に よ る 改 正 後 の 建 築 基

準 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 一 号 。 以 下 「 新 法 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 （ こ の 規 則

の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 直 後 の 時 期 に 係 る も の に 限 る 。 ） に つ い て は 、 新 細 則 第 二 十 一 条

第 三 項 第 二 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 建 築 基 準 法 施 行 令 及 び 地 方 自 治 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 平 成 二 十 八 年 政 令 第 六 号 ） 第 一 条 の 規 定

に よ る 改 正 後 の 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 。 以 下 「 新 令 」 と い う 。 ） 第 十 六 条 第

一 項 に 規 定 す る 建 築 物 （ 同 項 第 三 号 に 係 る も の （ 児 童 福 祉 施 設 等 の 用 途 に 供 す る も の に 限 る 。 ） に 限 る 。 ）

で 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る も の に 関 す る 新 法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 に 対 す る 新 細 則 第 二

十 一 条 第 三 項 第 一 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 平 成 三 十 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 は 、 同 号 中 「 前 回 の 報 告 の 日

の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た

日 の 属 す る 月 ） か ら 起 算 し て 二 年 を 超 え な い 九 月 」 と あ る の は 、 「 平 成 三 十 年 九 月 」 と す る 。

４ 新 令 第 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 建 築 物 （ 同 項 第 三 号 に 係 る も の （ 下 宿 、 共 同 住 宅 又 は 寄 宿 舎 の 用 途 に 供 す

る も の に 限 る 。 ） 及 び 同 項 第 四 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） で 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る も の に 関 す る 新

法 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 に 対 す る 新 細 則 第 二 十 一 条 第 三 項 第 二 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 平 成

三 十 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 は 、 同 号 中 「 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は

第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） か ら 起 算 し て 三 年 を 超 え な い 九 月 」

と あ る の は 、 「 平 成 三 十 年 九 月 」 と す る 。

５ 新 令 第 十 六 条 第 三 項 第 一 号 に 掲 げ る 昇 降 機 （ 特 殊 な 構 造 又 は 使 用 形 態 の エ レ ベ ー タ ー 及 び エ ス カ レ ー タ ー

の 構 造 方 法 を 定 め る 件 （ 平 成 十 二 年 建 設 省 告 示 第 千 四 百 十 三 号 ） 第 一 第 九 号 及 び 第 十 号 に 掲 げ る 昇 降 機 に 限

る 。 ） で 、 こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る も の に 関 す る 新 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 報 告 に 対 す る 新 細

則 第 二 十 一 条 第 三 項 第 三 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 平 成 二 十 九 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 同 号 中 「 前 回

の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 八 十

七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） に 応 当 す る

一 年 ご と の 月 」 と あ る の は 、 「 平 成 二 十 八 年 六 月 か ら 平 成 二 十 九 年 五 月 ま で の 任 意 の 月 」 と す る 。

６ 新 令 第 十 六 条 第 三 項 第 一 号 に 掲 げ る 昇 降 機 （ 小 荷 物 専 用 昇 降 機 に 限 る 。 ） 及 び 新 細 則 第 二 十 一 条 第 二 項 第

一 号 に 掲 げ る 小 荷 物 専 用 昇 降 機 （ 平 成 二 十 六 年 六 月 一 日 か ら 平 成 二 十 九 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 建 築 基 準

法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 （ こ れ ら の 規 定 を 同 法 第 八 十 七 条 の 二 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た も の に 限 る 。 ） に 関 す る 新 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 報 告

に 対 す る 新 細 則 第 二 十 一 条 第 三 項 第 三 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 平 成 三 十 一 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、

同 号 中 「 に つ い て は 、 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 」 と あ る の は 「 に つ い て は 、 」 と 、

「 ） に 応 当 す る 一 年 ご と 」 と あ る の は 「 に 応 当 す る 二 年 後 」 と す る 。

７ 新 令 第 十 六 条 第 三 項 第 二 号 及 び 新 細 則 第 二 十 一 条 第 二 項 第 二 号 に 掲 げ る 防 火 設 備 （ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現

に 存 す る も の 又 は 施 行 日 か ら 平 成 二 十 九 年 五 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 建 築 基 準 法 第 七 条 第 五 項 若 し く は 第 七 条

の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る 検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た も の に 限 る 。 ） に 関 す る 新 法 第 十 二 条 第 三 項 の 規 定 に よ る

報 告 に 対 す る 新 細 則 第 二 十 一 条 第 三 項 第 四 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 平 成 三 十 年 九 月 三 十 日 ま で の 間 は 、

同 号 中 「 前 回 の 報 告 の 日 の 属 す る 月 （ 初 回 に つ い て は 、 法 第 七 条 第 五 項 又 は 第 七 条 の 二 第 五 項 の 規 定 に よ る

検 査 済 証 の 交 付 を 受 け た 日 の 属 す る 月 ） か ら 起 算 し て 一 年 を 超 え な い 九 月 」 と あ る の は 、 「 平 成 三 十 年 九

月 」 と す る 。

（ 建 築 課 ）


